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河川の管理区分について（イメージ図）
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流水の占用の許可（第23条）、土地の占用の許可（第24条）、土石等の
採取の許可（第25条）、工作物の新築等の許可（第26条）、土地の掘削
等の許可（第27条）、竹木の流送等の禁止、制限又は許可（第28条）等
の河川の利用に係る許可・行為制限

一級河川指定されると・・・

河川管理者の監督処分（第75条）等、河川管理者からの行政監督

第102条以下の罰則の適用対象

・・・といった法規制の対象となる。

一方、一級河川指定されることで、各市町村の予算による改修、管理
だったものが、国・都道府県の費用負担による改修・管理の対象となる。

－４－

一級河川指定による効果



一級河川指定による効果

一級河川に係る国の費用負担の原則

直轄区間（河川法第６０条第１項）

河川改修等
国庫負担率・・・２／３（一般工事）、７／１０（大規模工事）

河川維持修繕等
国庫負担率・・・１０／１０ ・・・等の国による費用負担

（残りは都道府県が負担）

指定区間（知事一部管理）（河川法第６０条第２項）

河川改修等
国庫負担率・・・１／２（河川改修工事）、

一定の大規模工事については、緊急性に応じ、
２／３又は５．５／１０等・・・等の国による費用負担

（残りは都道府県が負担）

（参考）

－５－

河川現況台帳（河川法第１２条第２項）に記載されている一級河川（直轄区間を除く。）
及び二級河川の河岸のうち当該地方団体の区域内に所在するものの延長が、普通交
付税の算定に関する基準（基準財政需要額を算出する基準）となる。



・官報告示（河川法第4条第5項）

一級河川指定の流れ

・都道府県からの要望聴取（地方整備局等）

・本省による地方整備局等からのヒアリング

・関係行政機関との協議・関係都道府県知事からの意見聴取
（河川法第4条第3項）
※関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、当該都道府県
の議会の議決を経なければならない。（河川法第4条第4項）

・社会資本整備審議会への意見聴取（河川法第4条第3項）

一級河川指定手続きの流れ

－６－



一級河川指定等(案)一覧表

－７－

水系名 河川名
都道府県名
（市町村名）

区分 指定等の延長 指定等の理由 県管理

① 淀川
どうじがわ

童子川
滋賀県
（野洲市）

変更
（延長増）

変更増 ０．３ｋｍ
（３．１４ｋｍ）

淀川水系童子川では、市街化が進む野洲市街の
浸水対策のため、順次、河川改修を進めているとこ
ろである。
平成３０年度より、現一級河川区間の上流部にお
いて、河道拡幅等工事を実施するため、一級河川
の指定の変更（延長増）を行うこととする。

○

② 淀川
ふるかわ

古川
京都府
（城陽市）

変更
（延長増）

変更増 ０．００４ｋｍ
（１２．１ｋｍ）

淀川水系古川では、流域で度々発生する浸水被
害への対策として、順次、河川改修を進めていると
ころである。
平成３０年度より、現一級河川区間の上流部にお
いて、矢板護岸等工事を実施するため、一級河川
の指定の変更（延長増）を行うこととする。

○

③ 大和川
ひろせがわ

広瀬川
奈良県
（広陵町）

変更
（延長減）

変更減 ０．０３ｋｍ
（３．９７ｋｍ）

大和川水系広瀬川では、浸水被害の軽減を図る
ため、順次、河川改修を進めているところである。
現一級河川区間の合流部の切替工事が平成２９
年度に完成したことから、一級河川の指定の変更
（下流端の変更）を行うこととする。

○

注） 「指定等の延長」欄中の下段（ ）書は、今回の指定変更後の延長(km)である。



一級河川指定等(案)の概要

１ 平成２９年８月現在の一級河川指定状況

水 系 数 １０９水系

河 川 数 １４，０６６河川
河川延長 ８８，１００．７km

２ 今回の一級河川指定等（案）

(1) 新 規 なし
(2) 延長増 ２河川 ０．３km
(3) 延長減 １河川 △０．０３km

合計 ３河川 ０．３km

３ 今回の一級河川指定等後の状況

水 系 数 １０９水系

河 川 数 １４，０６６河川
河川延長 ８８，１０１．０km

－８－



一級河川指定等告示(案)
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参照条文

－１０－

○
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
一
級
河
川
）

第
四
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
級
河
川
」
と
は
、
国
土
保
全
上
又
は
国
民
経

済
上
特
に
重
要
な
水
系
で
政
令
で
指
定
し
た
も
の
に
係
る
河
川
（
公
共
の
水
流

及
び
水
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
を
い

う
。

２
～
４

（
略
）

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
河
川
を
指
定
す
る
と
き
は
、
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
水
系
ご
と
に
、
そ
の
名
称
及
び
区
間

を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

一
級
河
川
の
指
定
の
変
更
又
は
廃
止
の
手
続
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
河

川
の
指
定
の
手
続
に
準
じ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
河
川
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
建
設
省
令
第
七
号
）
（
抄
）

（
一
級
河
川
の
指
定
の
公
示
）

第
一
条
の
三

法
第
四
条
第
五
項
の
公
示
は
、
次
の
各
号
の
一
以
上
に
よ
り
区
間

の
起
点
及
び
終
点
を
明
示
し
て
、
官
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

市
町
村
、
大
字
、
字
、
小
字
及
び
地
番

二

一
定
の
地
物
、
施
設
又
は
工
作
物

三

平
面
図


